
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見学 

利用申込 

利用登録・利用開始 

実際の活動を見学していただき、担当者が利用に関する 

相談に応じさせていただきます。 

利用申請書に必要事項を記載し、は～とふる地域活動支援 

センター担当者までご提出下さい。なお身体機能訓練・生活機能

訓練（必要に応じて）の利用を希望される方は、主治医意見書も

合わせてご提出ください。 

様式は、は～とふる指定の書式をご利用ください。 

※主治医意見書の作成費用は個人負担になります。 

利用登録後、利用開始となります。 

 

東大和市ロンド 
みんなの体育館 
（東大和市民体育館） 
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東大和市南公園 

西武拝島線 
至東大和市駅 

東大和市総合福祉センターは～とふる 

地域活動支援センター 

〒２０７―００２２  

東大和市桜が丘 2丁目５３－６ 

電話：516-3982  

FAX：516-3984 

２階 

ご利用までの流れ 

 

交通案内 お問い合わせ先 

 

東大和市総合福祉センターは～とふる 

地域活動支援センターのご案内 
東大和市総合福祉センターは～とふる内にある地域活動支援センターでは、 

身体障害・知的障害のある方に対してさまざまな講座を実施しています。 

講座に参加してあたらしい趣味や仲間を探してみませんか？ 

費用は原則無料です。 
 
★裏面の講座一覧表をご参照ください 

 

桜街道 

（令和 4年 4月 1日版） 

 



 

 

 

地域活動支援センター講座一覧 

講座開催時間（原則として） 
午前  ９時 30分から１１時 30分まで 
午後 1３時 30分から１５時 30分まで 
夕方 1７時 30分から１９時 30分まで 
＊料理・土曜日プログラムは別に定める。 

平日開催の上記講座については、 
身体上の理由により来所が困難な方で 
送迎を希望される方には、タクシーによる
送迎を行います。 
乗車 1回 100円の 
ご負担になります。 

へいじつはおしごとに 
いっていて、おやすみの 
すごしかたがわからない 
ひとのサポートをする 
プログラム 
「アミーゴは～とふる」 
もあります。 


